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◎ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 修 正 溶 け 込 み 後 の 法 案 対 比 表 
○ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第   号 ） 〔 抄 〕 

                                                  （ 傍 線 部 分 は 修 正 部 分 ） 

修 正 後 修 正 前 

   新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 

 

（ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律

第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  目 次 中 「 第 三 十 一 条 」 を 「 第 三 十 一 条 の 三 」 に 、 ・ ・ ・ （ 中 略 ） ・ ・ ・

「 第 七 十 八 条 」 を 「 第 八 十 条 」 に 改 め る 。 

  

  本 則 に 次 の 二 条 を 加 え る 。 

 第 七 十 九 条 第 四 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 場 合

に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。 

 第 八 十 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 違 反 行

為 を し た 者 は 、 二 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。 

 

  一 第 三 十 一 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き 。 

  二 第 七 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ

   新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 

  

（ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律

第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  目 次 中 「 第 三 十 一 条 」 を 「 第 三 十 一 条 の 三 」 に 、 ・ ・ ・ （ 中 略 ） ・ ・ ・

「 第 七 十 八 条 」 を 「 第 八 十 一 条 」 に 改 め る 。 

  

  本 則 に 次 の 三 条 を 加 え る 。 

 第 七 十 九 条 第 四 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 場 合

に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 、 五 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。 

 第 八 十 条 第 三 十 一 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 場

合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す

る 。 

  （ 新 設 ） 

  （ 新 設 ） 



 

 

二

ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は こ れ ら の 規 定 に よ る 立 入

検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 若 し く は こ れ ら の 規 定

に よ る 質 問 に 対 し て 答 弁 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 答 弁 を し た

と き 。 

 （ 削 る ） 

 

 

 

 

 

 

（ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 の 一

部 改 正 ） 

第 二 条 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

目 次 中 「 第 十 二 章 費 用 負 担 （ 第 五 十 七 条 ― 第 六 十 三 条 ） 」 を 

「 第 十 二 章 感 染 症 及 び 病 原 体 等 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 （ 第 五 十 

第 十 三 章 費 用 負 担 （ 第 五 十 七 条 ― 第 六 十 三 条 ） 

六 条 の 三 十 九 ） 

        に 、 「 第 十 三 章 」 を 「 第 十 四 章 」 に 、 「 第 十 四 
       」 

章 」 を 「 第 十 五 章 」 に 、 「 第 八 十 一 条 」 を 「 第 八 十 三 条 」 に 改 め

 

 

 

 

 第 八 十 一 条 第 七 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告

を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は こ れ ら の 規 定 に よ る 立

入 検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 若 し く は こ れ ら の 規 定

に よ る 質 問 に 対 し て 答 弁 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 答 弁 を し た 場

合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 、 二 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す

る 。 

 

（ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 の 一

部 改 正 ） 

第 二 条 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

目 次 中 「 第 十 二 章 費 用 負 担 （ 第 五 十 七 条 ― 第 六 十 三 条 ） 」 を 

「 第 十 二 章 感 染 症 及 び 病 原 体 等 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 （ 第 五 十 

第 十 三 章 費 用 負 担 （ 第 五 十 七 条 ― 第 六 十 三 条 ） 

六 条 の 三 十 九 ） 

        に 、 「 第 十 三 章 」 を 「 第 十 四 章 」 に 、 「 第 十 四 
       」 

章 」 を 「 第 十 五 章 」 に 改 め る 。 



 三

る 。 

 
第 十 二 条 第 一 項 中 「 都 道 府 県 知 事 」 の 下 に 「 （ 保 健 所 を 設 置 す

る 市 又 は 特 別 区 （ 以 下 「 保 健 所 設 置 市 等 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、

そ の 長 。 以 下 こ の 章 （ 次 項 及 び 第 三 項 、 次 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、

第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 六 項 、 第 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 八 項 並 び

に 第 十 五 条 第 十 三 項 を 除 く 。 ） に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条

第 三 項 中 「 そ の 管 轄 す る 区 域 外 に 居 住 す る 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ

る 」 に 、 「 そ の 者 の 居 住 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 」 を 「 当 該 各

号 に 定 め る 者 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。 

 一 そ の 管 轄 す る 区 域 外 に 居 住 す る 者 当 該 者 の 居 住 地 を 管 轄

す る 都 道 府 県 知 事 （ そ の 居 住 地 が 保 健 所 設 置 市 等 の 区 域 内 に

あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 居 住 地 を 管 轄 す る 保 健 所 設 置 市 等

の 長 及 び 都 道 府 県 知 事 ） 

 二 そ の 管 轄 す る 区 域 内 に お け る 保 健 所 設 置 市 等 の 長 が 管 轄 す

る 区 域 内 に 居 住 す る 者 当 該 者 の 居 住 地 を 管 轄 す る 保 健 所 設

置 市 等 の 長 

 

第 十 五 条 第 十 二 項 中 「 第 七 項 」 を 「 第 十 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 十 九 項 と し 、 同 条 第 十 一 項 中 「 第 七 項 」 を 「 第 十 二 項 」 に

改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 八 項 と し 、 同 条 中 第 十 項 を 第 十 七 項 と し 、

 

 

 第 十 二 条 第 一 項 中 「 都 道 府 県 知 事 」 の 下 に 「 （ 保 健 所 を 設 置 す

る 市 又 は 特 別 区 （ 以 下 「 保 健 所 設 置 市 等 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、

そ の 長 。 以 下 こ の 章 （ 次 項 及 び 第 三 項 、 次 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、

第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 六 項 、 第 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 八 項 並 び

に 第 十 五 条 第 九 項 を 除 く 。 ） に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第

三 項 中 「 そ の 管 轄 す る 区 域 外 に 居 住 す る 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 」

に 、 「 そ の 者 の 居 住 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 」 を 「 当 該 各 号 に

定 め る 者 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。 

 一 そ の 管 轄 す る 区 域 外 に 居 住 す る 者 当 該 者 の 居 住 地 を 管 轄

す る 都 道 府 県 知 事 （ そ の 居 住 地 が 保 健 所 設 置 市 等 の 区 域 内 に

あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 居 住 地 を 管 轄 す る 保 健 所 設 置 市 等

の 長 及 び 都 道 府 県 知 事 ） 

 二 そ の 管 轄 す る 区 域 内 に お け る 保 健 所 設 置 市 等 の 長 が 管 轄 す

る 区 域 内 に 居 住 す る 者 当 該 者 の 居 住 地 を 管 轄 す る 保 健 所 設

置 市 等 の 長 

 
第 十 五 条 第 十 二 項 中 「 第 七 項 」 を 「 第 八 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 十 五 項 と し 、 同 条 第 十 一 項 中 「 第 七 項 」 を 「 第 八 項 」 に 改 め 、

同 項 を 同 条 第 十 四 項 と し 、 同 条 中 第 十 項 を 第 十 三 項 と し 、 第 九 項



 

 

四

第 九 項 を 第 十 六 項 と し 、 同 条 第 八 項 中 「 都 道 府 県 知 事 」 の 下 に 「 及

び 保 健 所 設 置 市 等 の 長 （ 次 項 に お い て 「 都 道 府 県 知 事 等 」 と い う 。 ） 」

を 、 「 厚 生 労 働 大 臣 」 の 下 に 「 （ 保 健 所 設 置 市 等 の 長 に あ っ て は 、

厚 生 労 働 大 臣 及 び 当 該 保 健 所 設 置 市 等 の 区 域 を 管 轄 す る 都 道 府 県

知 事 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 十 三 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 二 項

を 加 え る 。 

1
4  都 道 府 県 知 事 等 は 、 他 の 都 道 府 県 知 事 等 が 管 轄 す る 区 域 に お

け る 感 染 症 の ま ん 延 を 防 止 す る た め 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場

合 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 厚 生 労 働 省 令

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 実 施 さ れ た 質 問 又

は 必 要 な 調 査 の 結 果 を 当 該 他 の 都 道 府 県 知 事 等 に 通 報 し な け れ

ば な ら な い 。 

1
5  第 十 二 条 第 五 項 の 規 定 は 、 前 二 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 五 項 中 「 届 出 、 報 告 」 と あ る の は 「 報

告 」 と 、 「 届 出 等 」 と あ る の は 「 報 告 等 」 と 、 「 者 （ 第 一 項 の

場 合 に あ っ て は 、 最 寄 り の 保 健 所 長 を 含 む 。 ） 」 と あ る の は 「 者 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 十 五 条 中 第 七 項 を 第 十 二 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 「 一 類 感 染 症 、

二 類 感 染 症 、 三 類 感 染 症 、 四 類 感 染 症 、 五 類 感 染 症 若 し く は 新 型

イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 の 患 者 、 疑 似 症 患 者 若 し く は 無 症 状 病 原

体 保 有 者 、 新 感 染 症 の 所 見 が あ る 者 又 は 感 染 症 を 人 に 感 染 さ せ る

を 第 十 二 項 と し 、 同 条 第 八 項 中 「 都 道 府 県 知 事 」 の 下 に 「 及 び 保

健 所 設 置 市 等 の 長 （ 次 項 に お い て 「 都 道 府 県 知 事 等 」 と い う 。 ） 」

を 、 「 厚 生 労 働 大 臣 」 の 下 に 「 （ 保 健 所 設 置 市 等 の 長 に あ っ て は 、

厚 生 労 働 大 臣 及 び 当 該 保 健 所 設 置 市 等 の 区 域 を 管 轄 す る 都 道 府 県

知 事 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 二 項 を

加 え る 。 

1
0  都 道 府 県 知 事 等 は 、 他 の 都 道 府 県 知 事 等 が 管 轄 す る 区 域 に お

け る 感 染 症 の ま ん 延 を 防 止 す る た め 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場

合 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 厚 生 労 働 省 令

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 実 施 さ れ た 質 問 又

は 必 要 な 調 査 の 結 果 を 当 該 他 の 都 道 府 県 知 事 等 に 通 報 し な け れ

ば な ら な い 。 

1
1  第 十 二 条 第 五 項 の 規 定 は 、 前 二 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 五 項 中 「 届 出 、 報 告 」 と あ る の は 「 報

告 」 と 、 「 届 出 等 」 と あ る の は 「 報 告 等 」 と 、 「 者 （ 第 一 項 の

場 合 に あ っ て は 、 最 寄 り の 保 健 所 長 を 含 む 。 ） 」 と あ る の は 「 者 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 十 五 条 中 第 七 項 を 第 八 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 「 一 類 感 染 症 、

二 類 感 染 症 、 三 類 感 染 症 、 四 類 感 染 症 、 五 類 感 染 症 若 し く は 新 型

イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 の 患 者 、 疑 似 症 患 者 若 し く は 無 症 状 病 原

体 保 有 者 、 新 感 染 症 の 所 見 が あ る 者 又 は 感 染 症 を 人 に 感 染 さ せ る



 五

お そ れ が あ る 動 物 若 し く は そ の 死 体 の 所 有 者 若 し く は 管 理 者 そ の

他 の 関 係 者 は 、 」 を 削 り 、 「 よ る 質 問 」 を 「 よ り 質 問 を 受 け 、 」

に 改 め 、 「 調 査 」 の 下 に 「 を 求 め ら れ た 者 （ 次 項 に 規 定 す る 特 定

患 者 等 を 除 く 。 ） は 、 当 該 質 問 又 は 必 要 な 調 査 」 を 加 え 、 同 項 を

同 条 第 七 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 四 項 を 加 え る 。 

 

 

８ 都 道 府 県 知 事 又 は 厚 生 労 働 大 臣 は 、 一 類 感 染 症 、 二 類 感 染 症

若 し く は 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 の 患 者 又 は 新 感 染 症 の 所

見 が あ る 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 患 者 等 」 と い う 。 ） が

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 当 該 職 員 の 質 問 又 は 必 要 な 調 査

に 対 し て 正 当 な 理 由 が な く 協 力 し な い 場 合 に お い て 、 感 染 症 の

発 生 を 予 防 し 、 又 は そ の ま ん 延 を 防 止 す る た め 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 そ の 特 定 患 者 等 に 対 し 、 当 該 質 問 又 は 必 要 な 調 査

（ 第 三 項 （ 第 六 項 に お い て 準 用 さ れ る 場 合 、 第 七 条 第 一 項 の 規

定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 （ 同 条 第 二 項 の 政 令 に

よ り 、 同 条 第 一 項 の 政 令 の 期 間 が 延 長 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 及

び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場

合 （ 同 条 第 二 項 の 政 令 に よ り 、 同 条 第 一 項 の 政 令 の 期 間 が 延 長

さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 求 め を 除 く 。 ）

に 応 ず べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。 

お そ れ が あ る 動 物 若 し く は そ の 死 体 の 所 有 者 若 し く は 管 理 者 そ の

他 の 関 係 者 は 、 」 を 削 り 、 「 よ る 質 問 」 を 「 よ り 質 問 を 受 け 、 」

に 改 め 、 「 調 査 」 の 下 に 「 を 求 め ら れ た 者 （ 第 七 十 七 条 第 三 号 に

規 定 す る 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 質 問 又 は 必 要 な 調 査 」 を 加 え 、 同

項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 中 第 五 項 を 第 六 項 と し 、 同 条 第 四 項 中

「 前 項 」 を 「 第 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三

項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

六

９ 前 項 の 命 令 は 、 感 染 症 を 公 衆 に ま ん 延 さ せ る お そ れ 、 感 染 症

に か か っ た 場 合 の 病 状 の 程 度 そ の 他 の 事 情 に 照 ら し て 、 感 染 症

の 発 生 を 予 防 し 、 又 は そ の ま ん 延 を 防 止 す る た め 必 要 な 最 小 限

度 の も の で な け れ ば な ら な い 。 

1
0  都 道 府 県 知 事 又 は 厚 生 労 働 大 臣 は 、 第 八 項 の 命 令 を す る 場 合

に は 、 同 時 に 、 当 該 命 令 を 受 け る 者 に 対 し 、 当 該 命 令 を す る 理

由 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な い で 命

令 を す べ き 差 し 迫 っ た 必 要 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

1
1  都 道 府 県 知 事 又 は 厚 生 労 働 大 臣 は 、 前 項 た だ し 書 の 場 合 に お

い て は 、 第 八 項 の 命 令 の 後 相 当 の 期 間 内 に 、 当 該 命 令 を 受 け た

者 に 対 し 、 前 項 の 理 由 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 を 記

載 し た 書 面 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 

第 十 五 条 中 第 五 項 を 第 六 項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 前 項 」 を 「 第

三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一

項 を 加 え る 。 

４ 都 道 府 県 知 事 は 、 感 染 症 の 患 者 を 迅 速 に 発 見 す る こ と に よ り 、

感 染 症 の 発 生 を 予 防 し 、 又 は そ の ま ん 延 を 防 止 す る た め 、 感 染

症 の 性 質 、 当 該 都 道 府 県 知 事 の 管 轄 す る 区 域 内 に お け る 感 染 症

の 患 者 の 病 状 又 は 数 、 感 染 症 が 発 生 し て い る 施 設 又 は 業 務 の 種

類 並 び に 当 該 種 類 ご と の 感 染 症 の 発 生 及 び ま ん 延 の 状 況 並 び に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 都 道 府 県 知 事 は 、 感 染 症 の 患 者 を 迅 速 に 発 見 す る こ と に よ り 、

感 染 症 の 発 生 を 予 防 し 、 又 は そ の ま ん 延 を 防 止 す る た め 、 感 染

症 の 性 質 、 当 該 都 道 府 県 知 事 の 管 轄 す る 区 域 内 に お け る 感 染 症

の 患 者 の 病 状 又 は 数 、 感 染 症 が 発 生 し て い る 施 設 又 は 業 務 の 種

類 並 び に 当 該 種 類 ご と の 感 染 症 の 発 生 及 び ま ん 延 の 状 況 並 び に



 七

感 染 症 を 公 衆 に ま ん 延 さ せ る お そ れ そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 、

前 項 の 規 定 に よ る 求 め を 行 う も の と す る 。 
第 十 五 条 の 二 第 三 項 中 「 前 条 第 七 項 」 を 「 前 条 第 十 二 項 」

に 改 め る 。 

第 十 五 条 の 三 第 四 項 中 「 第 十 五 条 第 七 項 」 を 「 第 十 五 条 第

十 二 項 」 に 改 め る 。 

第 十 六 条 の 二 の 見 出 し を 「 （ 協 力 の 要 請 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 中

「 状 況 」 の 下 に 「 並 び に 病 原 体 等 の 検 査 の 状 況 」 を 、 「 医 師 」 の

下 に 「 、 医 療 機 関 」 を 、 「 医 療 関 係 者 」 の 下 に 「 又 は 病 原 体 等 の

検 査 そ の 他 の 感 染 症 に 関 す る 検 査 を 行 う 民 間 事 業 者 そ の 他 の 感 染

症 試 験 研 究 等 機 関 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。 

２ 厚 生 労 働 大 臣 及 び 都 道 府 県 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 力 の

求 め を 行 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 協 力 を 求 め ら れ た 者 が 、 正 当

な 理 由 が な く 当 該 協 力 の 求 め に 応 じ な か っ た と き は 、 同 項 に 定

め る 措 置 の 実 施 に 協 力 す る よ う 勧 告 す る こ と が で き る 。 

３ 厚 生 労 働 大 臣 及 び 都 道 府 県 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を

し た 場 合 に お い て 、 当 該 勧 告 を 受 け た 者 が 、 正 当 な 理 由 が な く

そ の 勧 告 に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き

る 。 

 

（ 削 る ） 

感 染 症 を 公 衆 に ま ん 延 さ せ る お そ れ そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 、

前 項 の 規 定 に よ る 求 め を 行 う も の と す る 。 

第 十 五 条 の 二 第 三 項 中 「 前 条 第 七 項 」 を 「 前 条 第 八 項 」 に

改 め る 。 

第 十 五 条 の 三 第 四 項 中 「 第 十 五 条 第 七 項 」 を 「 第 十 五 条 第

八 項 」 に 改 め る 。 

第 十 六 条 の 二 の 見 出 し を 「 （ 協 力 の 要 請 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 中

「 状 況 」 の 下 に 「 並 び に 病 原 体 等 の 検 査 の 状 況 」 を 、 「 医 療 関 係

者 」 の 下 に 「 又 は 病 原 体 等 の 検 査 そ の 他 の 感 染 症 に 関 す る 検 査 を

行 う 民 間 事 業 者 そ の 他 の 感 染 症 試 験 研 究 等 機 関 」 を 加 え 、 同 条 に

次 の 二 項 を 加 え る 。 

２ 厚 生 労 働 大 臣 及 び 都 道 府 県 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 力 の

求 め を 行 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 協 力 を 求 め ら れ た 者 が 、 正 当

な 理 由 が な く 当 該 協 力 の 求 め に 応 じ な か っ た と き は 、 同 項 に 定

め る 措 置 の 実 施 に 協 力 す る よ う 勧 告 す る こ と が で き る 。 

３ 厚 生 労 働 大 臣 及 び 都 道 府 県 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を

し た 場 合 に お い て 、 当 該 勧 告 を 受 け た 者 が 、 正 当 な 理 由 が な く

そ の 勧 告 に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き

る 。 

 

第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 中 「 第 七 十 七 条 第 九 号 」 を 「 第 七 十 七 条



 

 

八

 

 
第 七 十 二 条 中 「 該 当 す る 」 の 下 に 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を

し た 」 を 加 え 、 同 条 第 一 号 か ら 第 八 号 ま で の 規 定 中 「 者 」 を 「 と

き 。 」 に 改 め る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 十 号 」 に 改 め る 。 

 

第 七 十 二 条 中 「 該 当 す る 」 の 下 に 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を

し た 」 を 加 え 、 同 条 第 八 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を

同 条 第 九 号 と し 、 同 条 第 七 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号

を 同 条 第 八 号 と し 、 同 条 第 六 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同

号 を 同 条 第 七 号 と し 、 同 条 第 五 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、

同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、

同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同 条 第 三 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、

同 号 を 同 条 第 四 号 と し 、 同 条 第 二 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、

同 号 を 同 条 第 三 号 と し 、 同 条 第 一 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、

同 号 を 同 条 第 二 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。 

一 第 十 九 条 第 一 項 、 第 二 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 十 六 条 に お

い て 準 用 す る 第 十 九 条 第 一 項 若 し く は 第 二 十 条 第 一 項 （ こ れ

ら の 規 定 が 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ

れ る 場 合 （ 同 条 第 二 項 の 政 令 に よ り 、 同 条 第 一 項 の 政 令 の 期

間 が 延 長 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 、 次 条 第 二 項 及 び 第

七 十 七 条 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 （ 同 条 第 二 項 の 政 令 に よ り 、

同 条 第 一 項 の 政 令 の 期 間 が 延 長 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の

号 、 次 条 第 二 項 及 び 第 七 十 七 条 に お い て 同 じ 。 ） を 含 む 。 ）



 九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若 し く は 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 入 院 の 勧 告 若 し く は

第 十 九 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 、 第 二 十 条 第 二 項 若 し く は 第

三 項 若 し く は 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第 十 九 条 第 三 項 若

し く は 第 五 項 若 し く は 第 二 十 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 （ こ れ

ら の 規 定 が 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ

れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て

適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 若 し く

は 第 四 十 六 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ る 入 院 の 措 置

に よ り 入 院 し た 者 が そ の 入 院 の 期 間 （ 第 二 十 条 第 四 項 若 し く

は 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 同 項 （ こ れ ら の 規 定 が 第 七 条

第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五

十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を

含 む 。 ） 又 は 第 四 十 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間

を 含 む 。 ） 中 に 逃 げ た と き 、 又 は 第 十 九 条 第 三 項 若 し く は 第

五 項 、 第 二 十 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 若 し く は 第 二 十 六 条 に

お い て 準 用 す る 第 十 九 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 若 し く は 第 二

十 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 若 し く は 第 四 十 六 条 第 二 項 若 し く

は 第 三 項 の 規 定 に よ る 入 院 の 措 置 を 実 施 さ れ る 者 （ 第 二 十 三

条 若 し く は 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第 二 十 三 条 （ こ れ ら

の 規 定 が 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ

る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適



 

 

一 〇

 

 

 

 

第 七 十 三 条 第 二 項 中 「 以 下 こ の 項 及 び 第 七 十 七 条 に お い て 同

じ 。 ） 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ

れ る 場 合 （ 」 を 「 以 下 同 じ 。 ） 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 （ 」 に 、 「 以 下 こ の 項 及 び 第 七 十

七 条 に お い て 同 じ 。 ） を 」 を 「 以 下 同 じ 。 ） を 」 に 、 「 第 四 十 四 条

の 三 第 一 項 （ 」 を 「 第 四 十 四 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ

ら の 規 定 が 」 に 、 「 第 五 十 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 五 十 条 の 二 第 一

項 若 し く は 第 二 項 」 に 、 「 、 第 四 十 四 条 の 三 第 二 項 （ 第 七 条 第 一

項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く

は 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 」 を 「 若 し く は 」 に 改 め る 。 

 

 

第 七 十 七 条 中 「 該 当 す る 」 の 下 に 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を

し た 」 を 加 え 、 同 条 第 一 号 中 「 第 十 二 条 第 一 項 」 を 「 医 師 が 第 十

二 条 第 一 項 」 に 、 「 第 四 項 又 は 同 条 第 六 項 」 を 「 第 六 項 又 は 同 条

第 八 項 」 に 、 「 医 師 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 第 十

三 条 第 一 項 」 を 「 獣 医 師 が 第 十 三 条 第 一 項 」 に 、 「 同 条 第 五 項 」

用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 四 十 九 条 に お い て 準 用 す る 第

十 六 条 の 三 第 五 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 に 限 る 。 ） が

正 当 な 理 由 が な く そ の 入 院 す べ き 期 間 の 始 期 ま で に 入 院 し な

か っ た と き 。 

第 七 十 三 条 第 二 項 中 「 準 用 さ れ る 場 合 （ 同 条 第 二 項 の 政 令 に よ

り 、 同 条 第 一 項 の 政 令 の 期 間 が 延 長 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の

項 及 び 第 七 十 七 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 「 準 用 さ れ る 場 合 」 に 、

「 （ 同 条 第 二 項 の 政 令 に よ り 、 同 条 第 一 項 の 政 令 の 期 間 が 延 長 さ

れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 及 び 第 七 十 七 条 に お い て 同 じ 。 ） を 」

を 「 を 」 に 、 「 第 四 十 四 条 の 三 第 一 項 （ 」 を 「 第 四 十 四 条 の 三 第

一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 が 」 に 、 「 第 五 十 条 の 二 第 一

項 」 を 「 第 五 十 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 に 、 「 、 第 四 十 四

条 の 三 第 二 項 （ 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ

れ る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 」

を 「 若 し く は 」 に 改 め る 。 

 

第 七 十 七 条 中 「 該 当 す る 」 の 下 に 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を

し た 」 を 加 え 、 同 条 第 一 号 中 「 第 十 二 条 第 一 項 」 を 「 医 師 が 第 十

二 条 第 一 項 」 に 、 「 第 四 項 又 は 同 条 第 六 項 」 を 「 第 六 項 又 は 同 条

第 八 項 」 に 、 「 医 師 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 第 十

三 条 第 一 項 」 を 「 獣 医 師 が 第 十 三 条 第 一 項 」 に 、 「 同 条 第 五 項 」



 一 一

を 「 同 条 第 七 項 」 に 、 「 獣 医 師 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 三

号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 「 者 で あ っ て 」 を

「 場 合 に お い て 、 」 に 、 「 違 反 し た 者 」 を 「 違 反 し た と き 。 」 に

改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 保 健 所 を 設 置 す る 市 及 び 特 別 区 」 を 「 保 健

所 設 置 市 等 」 に 、 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 六 号 か ら 第

九 号 ま で の 規 定 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 「 同 条 第 七 項 」 に 、 「 獣 医 師 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 条 第 九

号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 十 号 と し 、 同 条 第

八 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 九 号 と し 、 同 条

第 七 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 八 号 と し 、 同

条 第 六 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 七 号 と し 、

同 条 第 五 号 中 「 保 健 所 を 設 置 す る 市 及 び 特 別 区 」 を 「 保 健 所 設 置

市 等 」 に 、 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、

同 条 第 四 号 中 「 者 で あ っ て 」 を 「 場 合 に お い て 、 」 に 、 「 違 反 し

た 者 」 を 「 違 反 し た と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同

条 第 三 号 中 「 者 」 を 「 と き 。 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 四 号 と し 、

同 条 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。 

三 一 類 感 染 症 、 二 類 感 染 症 若 し く は 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感

染 症 の 患 者 又 は 新 感 染 症 の 所 見 が あ る 者 が 第 十 五 条 第 一 項 若

し く は 第 二 項 の 規 定 （ こ れ ら の 規 定 が 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に

基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） に よ る

当 該 職 員 の 質 問 に 対 し て 正 当 な 理 由 が な く 答 弁 を せ ず 、 若 し

く は 虚 偽 の 答 弁 を し 、 又 は 正 当 な 理 由 が な く こ れ ら の 規 定 に

よ る 当 該 職 員 の 調 査 （ 第 十 五 条 第 三 項 （ 同 条 第 五 項 に お い て

準 用 さ れ る 場 合 、 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て

準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に



 

 

一 二

 

 
（ 削 る ） 

 

 

第 八 十 一 条 を 第 八 十 三 条 と し 、 第 八 十 条 を 第 八 十 二 条 と し 、 第

七 十 九 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。 

第 八 十 条 第 十 九 条 第 一 項 、 第 二 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 十 六 条

に お い て 準 用 す る 第 十 九 条 第 一 項 若 し く は 第 二 十 条 第 一 項 （ こ

れ ら の 規 定 が 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ

れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適

用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

入 院 の 勧 告 若 し く は 第 十 九 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 、 第 二 十 条

第 二 項 若 し く は 第 三 項 若 し く は 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第

十 九 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 若 し く は 第 二 十 条 第 二 項 若 し く は

第 三 項 （ こ れ ら の 規 定 が 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ

っ て 準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令

に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 若

し く は 第 四 十 六 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ る 入 院 の 措

置 に よ り 入 院 し た 者 が そ の 入 院 の 期 間 （ 第 二 十 条 第 四 項 若 し く

は 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 同 項 （ こ れ ら の 規 定 が 第 七 条 第

よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 求 め を 除 く 。 ）

を 拒 み 、 妨 げ 若 し く は 忌 避 し た と き 。 

第 七 十 九 条 中 「 第 七 十 二 条 ま で 」 を 「 第 七 十 一 条 ま で 、 第 七 十

二 条 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 第 七 十 七 条 第 八 号 若 し く は 第 九

号 」 を 「 第 七 十 七 条 第 九 号 若 し く は 第 十 号 」 に 改 め る 。 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 一 三

一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五 十 三

条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ）

又 は 第 四 十 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） 中

に 逃 げ た と き 又 は 第 十 九 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 、 第 二 十 条 第

二 項 若 し く は 第 三 項 若 し く は 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す る 第 十

九 条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 若 し く は 第 二 十 条 第 二 項 若 し く は 第

三 項 若 し く は 第 四 十 六 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ る 入

院 の 措 置 を 実 施 さ れ る 者 （ 第 二 十 三 条 若 し く は 第 二 十 六 条 に お

い て 準 用 す る 第 二 十 三 条 （ こ れ ら の 規 定 が 第 七 条 第 一 項 の 規 定

に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 四 十

九 条 に お い て 準 用 す る 第 十 六 条 の 三 第 五 項 の 規 定 に よ る 通 知 を

受 け た 者 に 限 る 。 ） が 正 当 な 理 由 が な く そ の 入 院 す べ き 期 間 の 始

期 ま で に 入 院 し な か っ た と き は 、 五 十 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。 

第 八 十 一 条 第 十 五 条 第 八 項 の 規 定 （ 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に

基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） に よ る 命 令 を 受 け

た 者 が 、 第 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 （ こ れ ら の 規 定

が 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 及

び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場

合 を 含 む 。 ） に よ る 当 該 職 員 の 質 問 に 対 し て 正 当 な 理 由 が な く 答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

一 四

弁 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 答 弁 を し 、 又 は 正 当 な 理 由 が な く こ

れ ら の 規 定 に よ る 当 該 職 員 の 調 査 （ 第 十 五 条 第 三 項 （ 同 条 第 六

項 に お い て 準 用 さ れ る 場 合 、 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令

に よ っ て 準 用 さ れ る 場 合 及 び 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く

政 令 に よ っ て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 求 め を 除

く 。 ） を 拒 み 、 妨 げ 若 し く は 忌 避 し た と き は 、 三 十 万 円 以 下 の 過

料 に 処 す る 。 

第 十 四 章 を 第 十 五 章 と す る 。 

 

第 六 十 四 条 の 二 中 「 前 条 」 を 「 第 三 章 （ 第 十 二 条 第 二 項 及 び 第

三 項 、 第 十 三 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 六 項 、

第 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 八 項 並 び に 第 十 五 条 第 十 三 項 を 除 く 。

次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 前 条 」 に 改 め 、 「 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 六 十 七 号 ） 」 を 削 る 。 

 

   附 則 

 

（ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 の 一

部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ） 

第 三 条 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患

者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 八 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以

 

 

 

 

 

 

 

第 十 四 章 を 第 十 五 章 と す る 。 

 

第 六 十 四 条 の 二 中 「 前 条 」 を 「 第 三 章 （ 第 十 二 条 第 二 項 及 び 第

三 項 、 第 十 三 条 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 六 項 、

第 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 八 項 並 び に 第 十 五 条 第 九 項 を 除 く 。 次

条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 前 条 」 に 改 め 、 「 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律

第 六 十 七 号 ） 」 を 削 る 。 

 

   附 則 

 
（ 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 の 一

部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ） 

第 三 条 （ 新 設 ） 

 



 一 五

後 に 行 わ れ る 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 当 該 職 員 の 質 問

又 は 必 要 な 調 査 に 対 し て 正 当 な 理 由 が な く 協 力 し な い 特 定 患 者 等

（ 同 条 第 八 項 に 規 定 す る 特 定 患 者 等 を い う 。 ） に つ い て 適 用 す る 。 

２ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に

対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 第 八 十 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 行 わ れ

る 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 の 規

定 に よ る 入 院 の 勧 告 若 し く は 入 院 の 措 置 に よ り 入 院 す る 者 又 は 施

行 日 以 後 に 行 わ れ る 同 法 の 規 定 に よ る 入 院 の 措 置 を 実 施 さ れ る 者

（ 施 行 日 以 後 に 行 わ れ る 同 法 の 規 定 に よ る 入 院 に 係 る 通 知 を 受 け

た 者 に 限 る 。 ） に つ い て 適 用 す る 。 

 

 

 

 

  第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に

対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 第 七 十 二 条 第 一 号 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後

に 行 わ れ る 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る

法 律 の 規 定 に よ る 入 院 の 勧 告 若 し く は 入 院 の 措 置 に よ り 入 院 す る

者 又 は 施 行 日 以 後 に 行 わ れ る 同 法 の 規 定 に よ る 入 院 の 措 置 を 実 施

さ れ る 者 （ 施 行 日 以 後 に 行 わ れ る 同 法 の 規 定 に よ る 入 院 に 係 る 通

知 を 受 け た 者 に 限 る 。 ） に つ い て 適 用 す る 。 

  
 


